
 緊急事態宣言は解除となったものの、まだまだ油断で

きない状況です。感染には十分気をつけてお過ごしくだ

さい。第82号では、新型コロナウイルス対策として個人

が受給する助成金等の課税関係を中心に取り上げてみ

ました。  

 内容に関するご質問・ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下

さい。なお、HPのお役立ち情報で会計・税務の情報を更新していますので、

是非ご覧下さい。 

           公認会計士・税理士・AFP・IT コーディネータ  中村   元彦 

公認会計士・税理士・AFP・社会保険労務士 中村友理香 

ご挨拶 

ハイライト: 

・新型コロナウイルス対策として個人が関係する施策を取り上げます。 
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（個人様向け） 

税務をみなさまの身近な存在に 

税理士法人 舞 
中村公認会計士事務所 

 国税庁ＨＰの「国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税

務上の取扱いに関するＦＡＱ（令和2年5月29日更新）」が公表されており、この中からいくつかご紹介いた

します。 
 

○個人が国や地方公共団体から給付された助成金に対する課税関係のうち主なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ★はコロナウィルス感染症等の影響に関連して創設等された助成金制度。 

 助成金とは異なりますが、従業員が事業主から支給される休業手当は給与として課税されます。 

 新型コロナウイルス対策として個人が関係する施策について 

非課税 ・雇用保険の失業等給付 

・児童手当 

・特別定額給付金★ 

・子育て世帯への臨時特別給付金★ 

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券★ 

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成★ 

課税 ・小学校休業等対応助成金★ 

・小学校休業等対応支援金★ 

・雇用調整助成金★ 

・持続化給付金★ 

・東京都の感染拡大防止協力金★ 

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券（通常時） 

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成（通常時） 



＊記載中の内容についてご質問がある場合にはお気軽にお問い合わせください。 

 

 そのほかのＦＡＱの内容としては、 

 

○学生が大学から助成金を受給した場合の課税関係については以下のとおり整理されています。 

 

 

 

 

○寄附金控除 

 観客が令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催予定であった文化

芸術・スポーツイベントの中止等により生じた入場券等の払戻請求権の全部または

一部の放棄を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間（指定期間）内にした

場合は、観客等がその年の指定期間内において放棄した部分の入場券等の払戻請

求権の価額の合計額（最高20万円）については、寄附金控除の対象（所得控除・税額控除）とすることとさ

れました。 

 この特例の適用を受けるには、放棄した年の翌年の確定申告において、次の書類を添付する必要があ

ります。主催者からの交付を忘れずに受けてください。 

 ・指定行事認定証明書（当該文化芸術・スポーツイベントが政府からの要請を受けて中止等されたもの

であることを文部科学大臣が指定したことを証する書類）の写し 

 ・払戻請求権放棄証明書（放棄した入場券等の払戻請求権の価額を証する書類） 

 

 

 

 

○住宅ローン控除の適用要件の弾力化 

①中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築工事を行った場合の住宅ローン控除につ

いては、新型コロナウイルス感染拡大防止の措置の影響によって工事が遅延し、その結果入居時期が適

用要件である取得の日から6ヶ月以内の入居期限を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たす

ときはその適用を受けることができます。 

 ・一定の期日※1までに増改築の契約を締結していること 

 ・増改築等の終了後6ヶ月以内に中古住宅に入居していること 

 ・令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること 

 ※1 一定の期日とは、中古住宅の取得をした日から5ヶ月を経過する日又は

新型コロナウイルス税特法施行の日（令和2年4月30日）から2ヶ月を経過する日

のいずれか遅い日。 
 

②住宅ローン控除期間13年の特例措置については、①と同様に新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の措置の影響により、令和2年12月31日までに

入居できなかった場合でも、次の要件を満たせば適用可能です。 

 ・一定の期日※2までに、住宅取得に係る契約を締結していること 

 ・令和3年12月31日までに住宅に入居していること 
 ※2 新築については令和2年9月末、中古住宅の取得・増改築については令和

2年11月末。 

（東京事務所） 
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  nakamura-cpa@jcom.home.ne.jp     

  nakamura-cpa@tkcnf.or.jp 

税理士法人 舞 
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご覧下さい。お役立ち情報を更新しています！ 

http://naka-cpa.my.coocan.jp/ 

非課税 ・学費を賄うために支給された支援金 

・感染症に感染した学生に対する見舞金 

・遠隔授業を受けるために供与されたパソコン等 

課税 ・生活費を賄うために支給された支援金 

（一時所得として課税） 


